
 

（12）公立大学法人 公立鳥取環境大学経営状況報告書 

 

法人の概要 

１ 名     称  公立大学法人 公立鳥取環境大学 

２ 目     的  未来社会の持続的発展を支えるため、環境に恵まれた鳥取のフィール

ドを舞台に、環境マインドと経営感覚に優れ、この地域における自然環

境や人と人とのつながりを原点においたローカルな視点を保ちながら、

これからの日本や世界が進むべき方向をグローバルに思考し、地域を担

い世界に羽ばたく人材の育成を行うため、地方独立行政法人法に基づき、

大学を設置し、及び管理することを目的とする。 

３ 設立許可年月日  平成２４年３月２６日 

４ 設立登記年月日  平成２４年４月１日 

５ 基 本 財 産  資本金 ８，３３６，８３０，０００円 

鳥取県現物出資 ４，１６８，４１５，０００円 

鳥取市現物出資 ４，１６８，４１５，０００円 

６ 役     員  理  事  ５人   監  事  ２人 

           理 事 長  江 﨑 信 芳（学長） 

副理事長  西 山 信 一（元鳥取県中部総合事務所長兼中部振興

監） 

理  事  今 井 正 和（副学長） 

〃    田 中 洋 介（事務局長、元鳥取市企画推進部長） 

〃    若 原 道 昭（元筑紫女学園大学長、元龍谷大学長） 

監  事  北 野 彬 子（弁護士） 

〃    小 谷  昇 （税理士） 

７ 教  職  員  教員６０人、職員４２人（うち県派遣職員２人） 

８ 事 務 所  本          部  鳥取市若葉台北一丁目１番１号 

西部サテライトキャンパス  米子市角盤町一丁目５５番地２ 

ま ち な か キ ャ ン パ ス  鳥取市末広温泉町１６０番地 

岩美むらなかキャンパス  岩美郡岩美町大谷４４９番地 

岡 山 オ フ ィ ス  岡山市北区中山下一丁目２番１２号 

関 西 オ フ ィ ス  大阪市淀川区西中島六丁目７番３号 
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平成３０年度事業実施状況 

公立鳥取環境大学は、平成３０年度に公立大学法人として７年目となる事業年度を迎えると

ともに、第Ⅱ期中期目標（平成３０年度～令和５年度）の初年度であり、中期目標を達成する

ための中期計画に沿い、「大学教育の質の向上」や「安定的な経営確保・財務内容の改善」等

に積極的な取組を行った。 

平成３０年４月に江﨑新学長が就任し、新たな取組を積極的に行った。 

平成２７年９月の国連サミットで採択された持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に向け、

本学では、平成３０年１０月に「ＳＤＧｓ取組宣言」を行い、教育・研究の両面からＳＤＧｓ

の取組を開始した。今後、知の拠点として、ステークホルダーと連携を図りながら、ＳＤＧｓ

の達成に貢献していくこととしている。 

他大学との連携を積極的に推進するため、大学間の新たな連携の形として、平成３０年６月

に中央大学及び鳥取県との三者による連携協定を締結し、首都圏大学との交流をスタートした

ほか、本学では初となる欧州圏の大学との提携協議を進め、新たにカッセル大学（ドイツ・ヘ

ッセン州）と語学研修プログラムの実施について合意した。 

また、学長裁量による研究費助成枠を拡充し、若手教員の資質向上及び競争的外部資金獲得

促進への積極的な支援を行ったほか、環境学部及び経営学部のそれぞれの学部で、教員が共同

執筆する書籍を出版（各学部１冊ずつ）するなど、研究成果や教育活動を学外へ広く発信した。

さらに、共同研究のための海外大学との協議や学会発表などに係る旅費を助成し、教員の研究

活動を促進した。 

産官学連携・地域連携においては、本学の研究成果を地域経済に還元するため、平成３０年

４月から新たに専任の「産官学連携コーディネーター」を１名配置し、研究シーズと企業ニー

ズのマッチング活動を開始したほか、同年４月に地域活動の拠点として岩美町に「岩美むらな

かキャンパス」を開設し、地域と連携した教育活動や公開講座、学生の地域貢献活動など、多

岐にわたる活動に積極的に活用した。 

本学の環境活動の充実を図るため、環境マネジメントシステムの再構築に着手した。平成３

０年７月には、学長のトップマネジメントにより「環境方針」を改訂し、鳥取県版環境システ

ム「ＴＥＡＳ」に準拠したシステムへの見直しを図り、新たなシステムのもとで、全学を挙げ

て環境活動を推進した。この結果をもとに令和元年度初旬にＴＥＡＳ１種の認証申請を行うこ

ととしている。 

また、平成３０年４月より県内入学者促進コーディネーターを配置し、定期的な高校訪問や

意見交換会等を実施した。 

平成３１年度入試は、募集定員２７６人に対し、志願者１，６４３人（志願倍率６．０倍）

となり、入学者２９９人（定員充足率１０８．３％、県内入学率１５．７％）を確保した。ま

た、公立化第 4 期の卒業生の就職内定率は９９．１％（県内就職率２３．７％）となり、目標

である全国国公立大学の平均値（９７．３％）以上を達成した。 

また、業務運営や財務内容の改善については、引き続き効率的な経費配分や競争的外部資金

の獲得などに努め、年度計画を順調に履行した。 

【年度計画の主な数値目標に対する実績】 
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１ 教育・研究に関する目標 

 ＜ＣＥＦＲにおけるＢ１レベル以上の人数＞ 

（計画）ＣＥＦＲにおけるＢ１レベル以上の者を中期計画期間内に年間３０人以上を達成

する事を目指す。 

（実績）平成３０年度は外部専門学校と連携しＴＯＥＩＣ対策講座を開講した。 

    【ＣＥＦＲにおけるＢ１レベル以上】 

    ・ＴＯＥＩＣ ６００点以上７３０点未満 ７名 

    ・ＴＯＥＩＣ  ７３０点以上 ３名 

    ・英検準１級 ２名 

＜就職率＞ 

（計画）卒業生の就職内定率は、１００％を目指し、就職状況調査大学平均値以上を達成

する。 

（実績）平成３１年３月卒業生（環境学部、経営学部）の就職内定率は９９．１％（平成

３０年３月卒業生９８．８％）であった。全国国公立大学平均は９７．３％であ

り、１．８ポイント上回った。 

＜県内就職率＞ 

（計画）中期計画期間内３０％以上を目指す。 

（実績）平成３１年３月卒業生（環境学部、経営学部）の県内就職内定率は２３．７％で

平成３０年３月卒業生より１３．６ポイント増加した。 

＜資格取得学生数＞ 

（計画）本年度７５人以上を目指す。 

（実績）平成３０年度は、１１８名の学生が様々な資格や検定に合格した。 

【取得した資格や検定】 

・ＥＣＯ検定（環境社会検定） ４２名 

・ＴＯＥＩＣ（ＩＰ含む） １２名 

・英語検定準１級 ２名 

・日商簿記３級 ７名 

・ＦＰ３級 ６名 

・秘書検定準１級 １名 

・秘書検定２級 １２名 

・秘書検定３級 ２名 

・潜水士 ６名 

・環境測定分析士３級 ９名 

・その他資格 １９名 

 ＜退学率＞ 

（計画）副学長（学生生活・就職担当）の下、指導教員（チューター）、事務局及び保護者

が連携しながら、学生支援を行うことにより、年度当初の在学生のうち当該年度

内に退学した学生の割合を国公私立大学の平均退学（除籍を含む）率以下を目指
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す。 

（実績）平成３０年度中に退学した学生は２８人で、退学率としては２．３２％で国公私

立大学の平均退学（除籍を含む）率（２．６５％）以下となった。（平成２９年度

１．９４％） 

＜競争的外部資金の申請・採択率＞ 

（計画）競争的外部資金は同規模（教員数）公立大学の平均新規申請件数以上、近県公立

大学平均採択率以上を目指す。 

（実績）平成３０年度の競争的外部資金の申請件数は、科学研究費、鳥取県環境学術研究

等振興事業等の合計で３４件（新規２８件、継続６件）、そのうち採択件数は９件

（新規５件、継続４件）であった。科学研究費の新規申請数は２３件で、中国地

方の同規模（教員数）公立大学の平均新規申請数（１８．４件）を上回った。新

規採択率は１７．４％となり、中国地方の公立大学の採択率平均（１８．６％）

にほぼ並ぶ状況となった。 

＜公開講座の開催回数等＞ 

（計画）公開講座等は、受講者数１，１００人を目指す。 

（実績）サステイナビリティ研究所国際シンポジウムなど公開講座等を実施し、全体で２，

３９８名の受講者があった。 

 ＜地域活性化・地域貢献に関する研究＞ 

（計画）地域活性化・地域貢献に関する研究３５テーマ以上、成果発表３０回以上実施す

る。 

（実績）平成３０年度には、２３件の地域活性化に関する研究及び受託調査を実施した。

また、学外講義や公開講座等により３０件の成果発表を行った。 

 ＜小・中学校、高等学校への出前授業回数及び小・中学校、高等学校の公式行事としての 

利用回数＞ 

（計画）小・中学校、高等学校への出前授業２８回以上、学校公式行事としての利用回数

２５回以上を目指す。 

（実績）平成３０年度の実績は出前授業１１件、出張英語村１３件の計２４件と目標を達

成できなかった。高校、小中学校の大学見学は１１回、英語村の来村が８件の計

１９件を実施。西部サテライトキャンパスでは９月と３月の計２回一般向けの英

語村を開催し、４５名が参加。１２月に小学生を対象とした英語村を開催し、２

２名が参加。 

＜海外大学との学生交流・研究交流＞ 

（計画）海外大学との学生交流・文化交流について、参加学生数５０人以上、交流回数１

０回以上を目指す。 

（実績）参加学生数５２人、交流回数９回であった。 

【派遣】２５人 

①  清州大学校（韓国）：１２人 

②  ユニテック工科大学（ニュージーランド）：２人 
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③  ウラジオストク国立経済サービス大学（ロシア）：８人 

④  平昌オリンピック１周年記念青少年交流事業（江原道）：３人 

【受入】２７人 

①  ユニテック工科大学（ニュージーランド）：参加学生は派遣時と同じ。 

②  ミドルベリー大学（米国）：１１人 

③  吉林省青少年交流（鳥取県主催）：６人 

④  ウラジオストク国立経済サービス大学観光専攻団（２回）：１０人 

＜留学経験＞ 

（計画）留学経験学生４０人以上を目指す。 

（実績）平成３０年度の在学生のうち、留学経験（交換留学、語学留学）をした学生の数

は９０人（交換留学２人、語学留学８８人）となった。また、平成３０年度に語

学研修に参加した学生３０人に経済的支援を行った。 

・メリルハースト大学（アメリカ、英語）：１人 

・ボンド大学（オーストラリア、英語）：１４人 

・ユニテック工科大学（ニュージーランド、英語）：３人 

・トリニティ・ウエスタン大学（カナダ、英語）：１２人 

２ 経営・組織に関する目標 

 ＜全学的な大学行事への参画率＞ 

（計画）教職員一人ひとりが大学運営に対する意識を高めることにより、オープンキャン

パス等全学的行事への教職員参加率８０％を目指す。 

（実績）オープンキャンパスのイベント（運営スタッフ、模擬授業、研究室公開）におけ

る教職員参加率は９８％で目標を上回った。 

＜自己財源・経常的支出に占める人件費の割合＞ 

（計画）自己財源７億円以上を達成し、経常的支出に占める人件費の割合は中四国公立大

学平均以内を目指す。 

（実績）自己財源９０３百万円、人件費割合５９．３％（目標６４．４％以内）で目標を

達成した。 

＜自己財源比率＞ 

（計画）中四国公立大学平均以上を目指す。 

（実績）自己財源比率５２．１％（目標４１．９％以上）で目標を達成した。 

 ＜オープンキャンパス参加者数＞ 

（計画）オープンキャンパス参加者数１，０００人以上を目指す。 

（実績）ポスターチラシの送付、高校訪問、教員説明会、サイト、新聞広告等により周知

に努め、遠隔地から無料の送迎バスを運行した。来場者は１，１３１人で公立化

後最高となり、そのうち３８９名（３４．４％）が無料送迎バスを利用しての来

場であった。 

＜志願倍率・定員充足率＞ 

（計画）中期目標期間内に国公立大学平均以上の志願者を確保するとともに、入学定員充
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足率１００％を達成する。 

（実績）国公立大学平均以上の志願倍率を確保するとともに入学定員充足率も１０８．３％

となり、目標を達成した。 

    本学志願倍率６．０倍（平成３０年度６．１倍）（募集人員２７６人 志願者数１，

６４３人） 

    入学定員充足率１０８．３％（募集人員：２７６人、入学者：２９９人） 

＜県内入学率＞ 

（計画）県内入学者促進コーディネーターを配置、「鳥取県内出身者学生生活支援制度」を

周知し、県内入学率１５％以上の達成を目指す。 

（実績）４月より県内入学者促進コーディネーターを配置し鳥取県教育委員会と連携した

県内高校への働きかけと、定期的な高校訪問や教員説明会等を実施。県内の高校

生に対しては高校内ガイダンスや進学相談会を通じて本学の魅力を伝えるととも

に、「鳥取県内出身者学生生活支援制度」を周知した。 

    県内高校訪問 延べ８６回 

    県内高校ガイダンス ２６回 

    県内進学相談会 ２回 

県内入学率１５．７％を達成。（入学者数２９９人中鳥取県内者４７人） 

＜マスメディア掲載数＞ 

（計画）教員・学生の活動情報を積極的に提供し、マスメディアに５０件以上の掲載を目

指すことで、本学の評価につなげる。 

（実績）マスコミ資料提供数５８件、そのうち２９件の掲載を含む延べ１４７件の新聞掲

載がされた。 
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金　額 備　考

円

Ⅰ  経常費用　（ａ） 1,680,365,411 

　１　業務費 1,552,615,936 

　　(1) 教育経費 301,736,168 

　　(2) 研究経費 99,841,619 

　　(3) 教育研究支援経費 111,256,328 

　　(4) 受託研究費 8,737,858 

　　(5) 受託事業費 1,542,315 

　　(6) 役員人件費 26,174,357 

　　(7) 教員人件費 629,853,111 

　　(8) 職員人件費 373,474,180 

　２　一般管理費 127,690,359 

　３　財務費用 50,546 

　４　雑損 8,570 

Ⅱ  経常収益　（ｂ） 1,754,908,654 

　１　運営費交付金収益 882,810,353 

　２　入学金収益 81,112,600 

　３　授業料収益 602,875,648 

　４　検定料収益 28,227,800 

　５　受託研究等収益 9,582,533 

　　(1) 国又は地方公共団体からの受託研究等収益 163,637 

　　(2) その他の団体からの受託研究等収益 9,418,896 

　６　受託事業等収益 1,824,828 

　　(1) 国又は地方公共団体からの受託事業等収益 1,824,828 

　７　補助金等収益 40,278,064 

　８　寄附金収益 2,985,985 

　９　資産見返負債戻入 78,096,945 

　　(1) 資産見返運営費交付金等戻入 65,797,868 

　　(2) 資産見返補助金等戻入 339,015 

　　(3) 資産見返寄附金戻入 11,960,062 

　10　財務収益 4,529,251 

　　(1) 受取利息 4,529,251 

　11　雑益 22,584,647 

　　(1) 財産貸付料収益 5,766,566 

　　(2) 科学研究費間接経費収益 2,400,672 

　　(3) その他雑益 14,417,409 

　経常利益　（ｃ＝ｂ－ａ） 74,543,243 

Ⅲ　臨時損失　（ｄ） 7,863,213 

　１　固定資産除却損 7,863,213 

Ⅳ　臨時利益　（ｅ） 7,863,213 

　１　資産見返補助金等戻入　資産見返運営費交付金戻入 2,082,131 

　２　資産見返寄附金戻入 5,834 

　３　徴収不能引当金戻入益 5,775,248 

　当期純利益　（ｆ＝ｃ－ｄ＋ｅ） 74,543,243 

  目的積立金取崩額（ｇ） 29,805,000 

　当期総利益　（ｈ＝ｆ＋ｇ） 104,348,243 

損　益　計　算　書

（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで）

科　　　目
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科　　　　目 当年度 前年度 増減

円 円 円 

Ⅰ　資産の部

　１　固定資産

　　(1) 有形固定資産

　　　　　土地 3,514,650,000 3,514,650,000 0 

      　　建物 5,069,005,144 5,207,053,781 △ 138,048,637 

      　　構築物 63,436,840 71,202,129 △ 7,765,289 

      　　車両運搬具 30 30 0 

      　　工具器具備品 282,998,062 193,252,302 89,745,760 

      　　図書 361,472,121 352,497,484 8,974,637 

      　　美術品・収蔵品 1,030,000 1,030,000 0 

      　　建設仮勘定 0 287,957 △ 287,957 

      　有形固定資産合計 9,292,592,197 9,339,973,683 △ 47,381,486 

　　(2) 無形固定資産

      　　ソフトウェア 1,341,378 13,988,144 △ 12,646,766 

      　　電話加入権 19,500 19,500 0 

      　　その他無形固定資産 18,450 27,020 △ 8,570 

      　無形固定資産合計 1,379,328 14,034,664 △ 12,655,336 

　　(3) 投資その他の資産

      　　投資有価証券 198,818,950 198,728,100 90,850 

      　　その他 1,459,676 1,437,280 22,396 

      　投資その他の資産合計 200,278,626 200,165,380 113,246 

　　　　固定資産合計 9,494,250,151 9,554,173,727 △ 59,923,576 

　２　流動資産

　　(1) 現金及び預金 882,317,676 907,970,371 △ 25,652,695 

　　(2) 未収学生納付金収入 4,440,328 3,993,132 447,196 

　　(3) 未収入金 6,148,987 9,565,213 △ 3,416,226 

　　(4) 有価証券 0 50,000,000 △ 50,000,000 

　　(5) 前払費用 1,580,972 3,644,070 △ 2,063,098 

　　(6) 立替金 21,969 34,410 △ 12,441 

　　(7) 預け金 111,638 863,200 △ 751,562 

      　流動資産合計 894,621,570 976,070,396 △ 81,448,826 

      　資産合計 10,388,871,721 10,530,244,123 △ 141,372,402 

Ⅱ　負債の部

貸　借　対　照　表
（平成３１年３月３１日現在）
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科　　　　目 当年度 前年度 増減

円 円 円 

　１　固定負債

　　(1) 資産見返負債

      　　資産見返運営費交付金等 227,554,943 202,824,433 24,730,510 

      　　資産見返補助金等 2,152,145 2,425,131 △ 272,986 

      　　資産見返寄附金 374,338,495 384,162,426 △ 9,823,931 

      　　建設仮勘定見返寄附金 0 287,957 △ 287,957 

      　資産見返負債合計 604,045,583 589,699,947 14,345,636 

　  (2) 長期寄附金債務 148,674,138 0 148,674,138 

      　固定負債合計 752,719,721 589,699,947 163,019,774 

　２　流動負債

　　(1) 預り補助金等 268,992 4,401 264,591 

　　(2) 寄附金債務 43,844,693 192,043,093 △ 148,198,400 

　　(3) 前受受託研究費等 572,214 996,474 △ 424,260 

　　(4) 預り科学研究費補助金等 1,127,027 160,042 966,985 

　　(5) 未払金 78,347,858 98,519,254 △ 20,171,396 

　　(6) 未払消費税等 577,600 134,500 443,100 

　　(7) 前受金 6,603,800 5,912,100 691,700 

　　(8) 預り金 15,855,193 20,878,933 △ 5,023,740 

  　(9) リース債務 0 5,855,314 △ 5,855,314 

　　　　流動負債合計 147,197,377 324,504,111 △ 177,306,734 

　　　　負債合計 899,917,098 914,204,058 △ 14,286,960 

Ⅲ　純資産の部

　１　資本金

　　(1) 鳥取県出資金 4,168,415,000 4,168,415,000 0 

　　(2) 鳥取市出資金 4,168,415,000 4,168,415,000 0 

　　　　資本金合計 8,336,830,000 8,336,830,000 0 

　２　資本剰余金

　　(1) 資本剰余金 2,045,864,812 1,916,219,449 129,645,363 

　　(2) 損益外減価償却累計額 △ 1,729,006,111 △ 1,534,968,023 △ 194,038,088 

　　　　資本剰余金合計 316,858,701 381,251,426 △ 64,392,725 

　３　利益剰余金

　　(1) 目的積立金 0 696,364,049 △ 696,364,049 

　　(2) 積立金 0 55,077,160 △ 55,077,160 

　　(3) 前中期目標期間繰越積立金 730,917,679 0 730,917,679 

　　(4) 当期未処分利益 104,348,243 146,517,430 △ 42,169,187 

　　　　利益剰余金合計 835,265,922 897,958,639 △ 62,692,717 

　　　　純資産合計 9,488,954,623 9,616,040,065 △ 127,085,442 

　　　　負債純資産合計 10,388,871,721 10,530,244,123 △ 141,372,402 
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令和元年度事業計画 

公立鳥取環境大学は、『人と社会と自然との共生』を実現していくため、大学の質の一層の向上

に努めながら、豊かな人間性にあふれ、環境問題や経営についての幅広い知識、高いコミュニケ

ーション能力を備えるとともに、自ら考え行動し、力強く生きる人間を育成します。 

また、持続的な社会の発展を目指し、地域の自然環境や人と人との繋がりを大切にするローカ

ルな視点を持ちながら、自然環境の保全と人類の持続可能な経済発展の両面にわたりグローバル

に活躍できるバランス感覚に優れ、地域を担う人材を育成します。 

さらに、平成２７年９月に国連サミットで採択された持続可能な開発目標：Sustainable 

Development Goals（以下「ＳＤＧs」という。）における包括的な１７の目標の実現に寄与すべく、

本学はＳＤＧｓの原則を支持し、ＳＤＧｓにおける諸課題を解決するための知識とスキルを有す

る人材の育成及び課題の解決策を提供する研究活動を推進します。 

 

Ⅰ 大学の教育等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 教育の目的に関する目標を達成するための措置 

○ 第２期中期計画を着実に実行していくとともに、本学の教育目標を達成するためにも、

平成２８年３月に定めた公立鳥取環境大学版リベラルアーツを推進していきます。環境

マインドに基づく自然科学（数学を含む）、社会科学（経済、経営、歴史等）、人文科学

（文学、哲学）、外国語等、深い教養の下地となる基礎教育をリベラルアーツの基礎とし、

これを深化させる教育を推進していきます。 

【人間形成教育の目的】 

○ 教育課程の中に配置した人間形成教育科目群（総合教育科目、環境基礎科目、外国語

科目、情報処理科目、キャリアデザイン科目及び総合演習科目）の新カリキュラム科目

を含め引き続き開講し、幅広い知識と基礎学力、問題発見から解決策を導き出す能力や

自ら行動する力など社会で必要な基礎力を身に付けた人材の育成に取り組みます。 

【環境学部の目的】  

○ 環境学部の全ての教員が一体となって、「持続可能な地域社会づくりのための具体的な 

提案･実践ができる人材の育成」を目指し、総合的に環境問題に取り組むことによって、

環境問題の全体像の理解と同時に、専門的な知識と思考力･行動力や高い教養、応用力を

身に付けた人材の育成に取り組みます。 

【経営学部の目的】 

○ 経営学部の全ての教員が一体となって、「環境と共生する社会の構築に貢献できる人材

の育成」を目指し、持続可能な経営のあり方を考え、様々な課題や業務等について具体

的に企画・実行できる幅広い知見と実践力を持つ人材の育成に取り組みます。 

【大学院環境経営研究科の目的】  

○ 大学院経営環境研究科の全ての教員が一体となって、学士課程での環境、経営に関す

る基礎的知識をもとに、より専門性の高い知識、思考力、実践力の獲得を可能とするよ

うな教育・研究環境を提供します。この研究科に設けられた「環境学専攻」と「経営学

専攻」は、相互に他専攻の研究内容にもより深く触れ、「人と社会と自然との共生」、「持
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続可能な社会」の構築に向けた、実現可能な提案や、その提案に基づいた実践的研究が

できる人材の育成に取り組みます。 

（１）教育内容等に関する目標を達成するための措置 

①教育方針  

ア 学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に基づいた教育の実施 

○ 各学部及び研究科が定める学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に合致する

到達目標及び成績評価方法を設定し教育を行います。なお、教育内容については、

ディプロマ・ポリシーに照らし随時点検を行い、必要な場合はその改訂を行いま

す。 

○ 各授業の成績評価方法は、引き続きシラバス（授業計画）に明示し、成績を厳

正・公正に評価します。 

○ 各学期終了後、個人情報の適正な管理に配慮の上、引き続き保護者に対しても

成績を通知します。 

○ 欠席状況や成績状況を基に学習意欲が少ないと判断される学生には、引き続き

教員、事務局及び保護者が連携して、履修指導、生活指導を行います。 

○ 引き続き科目毎の学生成績情報や授業評価アンケート結果等を活用し、授業の

改善につなげるとともに、ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント＝授業内容・

方法を向上させるための取組）研修等を通じて授業の実施方法や評価方法を高め

ます。 

イ 教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）の明確化 

○ 各学部のカリキュラム・ポリシーに基づいて、引き続き教育課程を編成し、学

生の専門知識の修得とともに幅広い教養を身に付け、社会に対応できる能力の養

成を図ります。なお、教育課程については、学生の状況や授業アンケートあるい

は社会的要請を踏まえて随時点検を行い、必要な場合はその改訂を行います。 

○ 学部毎に定めたカリキュラム・ポリシーに基づいて編成された授業科目につい

て、各学部の専門科目を他学部の人間形成教育科目として数科目（平成２７年度

に定めたカリキュラム改革である公立鳥取環境大学版リベラルアーツ科目とし

て）を開講し、さらに充実した教育を展開します。 

○ 引き続き指導教員（チューター）が個々の学生の履修相談に応じ、支援します。 

○ 教育目標の達成については、成績調査や授業評価アンケート等により引き続き

毎学期検証を行います。平成３０年度に実施した授業評価アンケート結果等を参

考に、授業方法の改善を行います。授業評価アンケートの内容や運用方法につい

ては、必要に応じて見直しを行い、教育方法の向上に役立てます。  

○ 単位互換制度について、ＣＯＣ＋事業及び鳥取県４大学間単位互換協定をはじ

めとする大学間連携事業を通じて、他大学との単位互換を引き続き推進します。 

○ 文部科学大臣の認定（平成３１年１月２５日付認定）を受けた新教職課程を本

年度より開始します。また、新教職課程の認定通知書に付記された教職課程の質

的水準の向上への努力について、その方策を検討します。 
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○ 新教職課程のカリキュラムに基づいて引き続き教職を目指す学生に適切な教

育を行い、教育実習時期・受入校を検討し依頼します。 

ウ 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に基づいた入学者選抜 

      ○ アドミッション・ポリシーに基づき、入学者の選抜にあたっては、平成３１年

度入試と同様に一般入試と特別入試（ＡＯ、推薦）を引き続き実施します。推薦

入試については、専門高校枠・地域枠のあり方について引き続き検討します。ま

た、私費外国人留学生入試、社会人特別入試も引き続き実施します。 

○ アドミッション・ポリシーに沿った外国人留学生が入学するよう、私費外国人

留学生入試の選抜方法を検討します。 

○ 令和２年度から始まる新入試に合わせ、アドミッション・ポリシーを調整する

とともに、入学者の追跡調査、志願者動向、高校教員・保護者・地域等の要望及

び意見を参考にして、選抜方法等の詳細について検討します。 

②教育内容 

ア 学部教育 

     ○ 環境学と経営学の基礎を幅広く理解し、問題解決能力を涵養する「公立鳥取環境

大学版リベラルアーツ」の理念を実現するため、引き続き、他学部専門科目の履修、

及び人間形成科目として認められている他学部科目の履修を可能とする教育課程

を配置します。 

○ 英語教育については、引き続きコミュニケーションに重点を置いた「Intensive 

English１～８」により、実践的な英語力を養成するとともに、学習意欲や能力等

を踏まえたクラス編成を検討します。 

○ 英語の授業以外にもＴＯＥＩＣ等の資格取得について、外部専門学校等と連携し

講座を開催し、ＣＥＦＲにおけるＢ１レベル以上の者を中期計画期間内に年間３０

人以上を達成することを目指します。 

イ 大学院教育 

○ 「環境学専攻」、「経営学専攻」及び両専攻分野を横断した融合的科目である「環

境経営科目群」を設置し、より専門性の高い知識、思考力、実践力の獲得を目指す

とともに、実現可能な提案や、その提案に基づいた実践的行動ができる高度専門職

業人の育成に取り組みます。 

  ウ 入学前教育 

     ○ ＡＯ入試及び推薦入試の合格者に対して、学部ごとに必要な学力を入学までに身

に付けることを目的として、数学等の入学前教育を実施します。環境学部は e ラー

ニング等（英語、数学、物理）の充実を図ります。経営学部は文章（小論文）作成

能力の向上を図ります。 

エ リメディアル教育（基礎学力を補うために行われる教育） 

     ○ 環境学部は数学、物理の２科目、経営学部は数学、人間形成教育センターは英語

のリメディアル教育を実施します。さらに各学部やセンターで必要な基礎学力につ

いて検討し、リメディアル教育の内容を改善します。 
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（２）教員評価制度・任用制の適切な実施のための措置 

  ①教員の適正な配置等 

○ 文部科学省に提出した計画に基づく教員配置に加え、公立鳥取環境大学版リベラル

アーツの推進に必要な教育・研究体制を整備するため、適切な教員配置を行います。 

②教員評価制度 

   ○ 教員は年度当初に教育・研究・社会貢献等の分野ごとに目標を定め、その目標に向

かって努力していく教員評価制度を引き続き実施します。また、任期満了を迎える教

員については、適正な審査の上、任期の更新を行います。 

（３）教育の質の改善及び向上に関する目標を達成するための措置 

①教育内容の質の点検 

   ○ 教員は授業評価アンケート結果に対し、授業の改善に関するレポートをＦＤ委員会

に提出し、教育の質向上に取り組んでいきます。 

○ 平成３１年２月に設置した新たな内部質保証推進体制のもと、教育の質の点検・評

価を行い、改善の必要がある事項については、速やかに改善を図り、教育の質保証を

継続的に行います。 

②授業改善の取組 

○ 教員は授業評価アンケート結果に対し、授業の改善に関するレポートをＦＤ委員会

に提出し、教育の質向上に取り組んでいきます。 

○ 本学主催のＦＤ研修会を複数回開催する他、他大学、機関が実施する研修会への参

加やワークショップ等を通じて教員の教育能力の向上を図り、大学全体として教育の

改善や質向上に取り組んでいきます。 

③地域の企業や関係団体との連携 

   ○ 「キャリアデザインＢ」「鳥取学」等の科目において、地域の企業、各種団体、地元

の方々を講師として招きます。 

④実践的な教育の展開 

○ １・２年次開講科目である「プロジェクト研究１～４」で、地域における具体的な

課題などをテーマとしたＰＢＬ（Project Based Learning）に、フィールドワークの

要素も加え演習を行います。また、「環境学フィールド演習」を開講し環境についての

幅広い専門知識の全体像を、体験を通じて理解したうえで、各学部の専門を踏まえ「環

境学ゼミ・演習１、環境学ゼミ・演習２（環境学部）」「専門演習１、専門演習２（経

営学部）」を行います。 

○ 地域の企業や各種団体等の協力のもと、長期のインターンシップを正規科目として

実施します。また、鳥取県インターンシップ推進協議会が行うとっとりインターンシ

ップ（地域協働型インターンシップ）を引き続き県内企業、県内高等教育機関が協力

して実施し、これも正規科目として単位認定の対象とします。 

○ 毎期実施する授業評価アンケート等により、引き続き授業の改善に取り組みます。 

（４）教育環境の整備に関する目標を達成するための措置 

①ＩＣＴ環境等の充実 

（12）公立大学法人　　公立鳥取環境大学

- 287 -



   ○ 大学全体のサーバシステム（各サーバ等が稼働する仮想環境の機器及びソフトウェ

ア等）を更新することにより、新しい時代に対応したＩＣＴ環境や学術研究の高度化・

多様化・国際化に伴う学術情報基盤を整えます。また、昨年度更新した情報ネットワ

ークシステム及び新しいサーバシステムの運用及び保守をしながら改善等を行うこと

により、学生が学修に打ち込むことができ、教育成果・研究成果が挙げられるよう情

報ネットワークシステム及びサーバシステムの充実を図ります。 

○ 情報環境の整備・充実を図るため、平成２８年度から推進している情報システム運

用のアウトソーシングを完全運用します。 

○ 平成２９年度に構築した講義資料の配付やレポート提出をパソコンから行える授業

支援システムを用い、教育活動の支援・効率化を行います。 

②研究用図書等の充実 

○ 本学の教育・学修及び研究用図書資料の充実を図るため、教員による専門書の選書

を強化するとともに、学生によるブックハンティングを実施します。また、「情報メデ

ィアセンターだより」の定期発行や「電子データベース講習会」、「図書館利用説明会」

を開催するなど、学生が主体的に図書館資料に触れる機会を提供し、レファレンス機

能の充実を図ります。 

③教育研究環境の充実  

   ○ 平成３０年４月に開設した「岩美むらなかキャンパス」と鳥取駅前にある「まちな

かキャンパス」を活用して、鳥取県内をフィールドとしてより一層の教育、研究に取

り組みます。 

（５）就職支援に関する目標を達成するための措置 

①キャリア教育方針の明確化と学生への就職活動支援 

○ 体系的なキャリア教育の実施ときめ細かな指導により、引き続き学生が描く目標の

実現を支援します。 

〔キャリア教育〕 

・１年次科目として「キャリアデザインＡ」（フレッシャーズセミナーを含む）を必  

修科目として開講します。また、２年次科目として「キャリアデザインＢ」を開講

し、担当教員による講義の他、各界からゲストスピーカーを招き、様々な職業に触

れ学生自らのキャリアについて考えるきっかけを作ります。 

・地域の企業や各種団体等の協力のもと、長期のインターンシップを正規科目として

実施します。また、鳥取県インターンシップ推進協議会が行うとっとりインターン

シップ（地域協働型インターンシップ）を引き続き県内企業、県内高等教育機関が

協力して実施し、これも正規科目として単位認定の対象とします。 

〔就職支援体制〕 

・平成３０年４月に開設した就職相談窓口「就職支援センター」において、学生に対 

し卒業まで一貫した支援を行います。 

・鳥取県東部・西部、関西、岡山に配置した企業開拓担当参与が、企業開拓、企業訪

問を拡大します。また、各地の参与も積極的に学生指導に関わり内定獲得を支援し
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ます。 

・関西オフィス及び岡山オフィスを活用し、関西エリア、山陽エリアの企業開拓、学

生の就職活動支援を強化します。 

・就職担当職員が３年生全員と面談し、個々の進路希望等を把握し、就職支援を実施

します。夏休み直前の７月及び就職活動に入る前の１～２月の２回実施し、より的

確に学生の状況を把握します。 

・企業の採用コンサルタント経験を持つ講師による個人就職指導、及び専門のキャリ

アカウンセラーによるカウンセリングを継続して実施します。 

・１、２年生対象の進路ガイダンス、３年生対象の就職ガイダンスを開催し、就職に

対する意識向上と就職活動スキルを高めます。 

・学生の企業訪問や採用試験受験に要する交通費等の一部助成等、経済的な支援を行

います。 

・鳥取労働局（ハローワーク鳥取）との共催により学内就職面接会を開催し、卒業予

定者の就職活動を支援します。 

・学内合同企業説明会（県と連携）、同窓会と連携した就職相談会、企業懇談会等を実

施します。 

・インターンシップの内容の充実に努め、鳥取県インターンシップ推進協議会と連携

し参加学生の増加を図ります。 

・ＣＯＣ＋事業において、大学と企業・行政が平成２８年３月に締結した協定に基づ

いて、地元への就職が進むようインターンシップの方法等について、企業・行政と

一緒になって検討していきます。 

・企業に対し学内個別企業説明会の開催を促し、学生の企業理解、業界理解の機会を

増やします。 

○ 卒業生の就職内定率は１００％を目指し、就職状況調査大学平均以上を達成します。 

○ 県内の企業や各種団体等の協力の下、県、鳥取市、ハローワーク等の行政機関と連

携し、様々な形態のインターンシップやキャリア教育を実施して、卒業生の県内就職

率は、中期計画期間内に３０％以上を目指します。 

②就職に役立つ資格取得の支援 

○ 簿記、ファイナンシャルプランナー資格取得や公務員試験対策について、外部専門

学校等と提携して講座を開設し、また、合格者には、検定料の半額（上限 3,000 円）

を補助します。 

○ 学生の英語能力増進を支援するため、引き続き対策講座を開講し、ＣＥＦＲにおけ

るＢ１レベルを獲得した学生を表彰します。 

○ 資格取得学生数は、本年度７５人以上を目指します。 

（６）学生支援に関する目標を達成するための措置 

①学修等支援 

   ○ 指導教員（チューター）がオフィスアワーなどで学生の相談に応じ、学習活動等を

支援します。また、学生フォロー制度で欠席の多い学生を早期に把握し、当該学生に
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対し、早めにフォローアップしていきます。 

○ 学生団体強化支援の認定及び強化支援に関する要綱に基づき、本学独自の強化部育

成対策など、クラブ活動に対する支援を行います。 

○ 学業成績が優秀な学生や、課外活動等で顕著な成果を上げた学生、各種資格・検定

に合格した学生を表彰し、学修意欲の向上や課外活動の充実につなげます。 

○ 学友会との意見交換会の実施や、学生・職員提案制度などから、学生、教職員の意

見・要望・提案を聞き大学運営に活かします。 

○ 休講情報、その他、気象や防犯等、緊急を要する情報を学内ＷＥＢや掲示板、デジ

タルサイネージを活用し学生へ迅速に伝達します。 

○ 学生生活実態アンケート、学友会との意見交換会や、学生・職員提案制度などから、

学生・教職員等の意見・要望・提案を集め、環境整備やアメニティの向上に活かしま

す。 

②学生一人ひとりの活動記録（ポートフォリオ）の作成 

○ 学生一人ひとりの活動記録（ポートフォリオ）を作成し全教員が必要な情報を共有

することで、学生が入学して卒業するまでを見守り、適時に適切な指導ができるよう

な仕組みの構築について検討します。 

③多様な学生の支援 

○ 外国人留学生の受け入れを行うため、引き続き教育環境の整備や奨学制度の実施、

相談窓口の設置など、安心して大学生活を送ることができるよう外国人留学生を支援

します。 

○ 平成２８年４月１日から施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律」（いわゆる「障害者差別解消法」）を遵守し、教職員対応要領を公表し、あわせ

て留意事項の検討を行います。また、障がいのある学生も他の学生と同様に学修活動

を行うことができるよう、施設のユニバーサルデザイン化や個々の障害特性に応じた

学修環境を整備します。なお、学生から障がいに係る合理的配慮の提供に関する申請

があった場合には、平成３０年４月に設置した「学生支援センター」において検討し、

必要な場合には特別支援チームを立ち上げる等して支援を行います。 

④経済的な支援 

○ 生活保護世帯や住民税非課税世帯を対象として授業料減免制度（半免・全免）を実

施し経済的に困窮する学生を支援します。 

○ 平成２９年度に創設した「鳥取県内出身学生生活支援制度」を継続実施し、本県出

身学生の、生活に係る費用の一部を支援します。 

○ 令和２年度から実施される高等教育段階の教育費負担軽減制度に取り組むため、必

要な手続きを行います。 

○ 学生の経済的支援の一助として、引き続き学内で発生する教育研究補助等の作業に

学生をアルバイトとして活用します。 

⑤健康等の支援 

○ 保健師・臨床心理士が常駐し、学生、教職員の健康相談に的確に対応するとともに、
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心の悩みを個別にカウンセリングし、医療機関への引き継ぎを行うなどメンタルヘル

ス対策を充実していきます。また、医療機関との連携により、健康相談、メンタルヘ

ルス相談を月１回実施します。 

○ 副学長（学生生活・就職担当）の下、指導教員（チューター）、事務局及び保護者が

連携しながら、学生支援を行うことにより、年度当初の在学生のうち当該年度内に退

学した学生の割合を国公私立大学の平均退学（除籍を含む）率以下を目指します。 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

   ○ サステイナビリティ研究所では、引き続き循環型社会形成等の先進的研究を発展さ

せ、事例報告や研究成果発表のためのシンポジウムや講演会を開催します。 

○ 地域イノベーション研究センターでは、地域をフィールドとした調査・研究の充実

を図り、学生とともに地域各界との連携を深めます。 

○ 研究発表会、シンポジウム、産学官懇談会等で交流を深め、引き続き受託研究や共

同研究を推進します。 

（２）研究実施体制の整備に関する目標を達成するための措置 

   ○ 学内競争的研究費助成制度（特別研究費助成）による研究支援や、各種研究費の募

集情報の迅速な提供などにより、若手研究者の育成及び研究の活発化を図ります。 

○ 教員評価制度において、引き続き研究実績を評価し、全教員が研究に取り組み、研

究活動の活性化につなげる意識を高めます。 

○ 競争的外部資金は同規模（教員数）公立大学の平均新規申請件数以上、近県公立大

学平均採択率以上を目指します。 

３ 社会貢献・地域貢献に関する目標を達成するための措置 

（１）地域社会との連携に関する目標を達成するための措置 

①地域社会との連携 

○ 事業協働地域である鳥取県東部地域を中心に「とっとり麒麟地域活性化プラット

フォーム」との連携・協働を深めつつ、地域の現状と課題について把握し、理解を

深めるための教育研究活動を目指します。 

○ 地域志向科目の充実などのカリキュラム改革を進めることにより、科目群の充実

や実際に地域に出かけ実践的な問題発見・解決力を養う少人数ＰＢＬである「プロ

ジェクト研究」を行い、その中で特に鳥取県東部地域をフィールドとする「麒麟プ

ロジェクト研究」を実施し、学修効果を高めます。 

○ 地域研究や地域活動の拠点として「岩美むらなかキャンパス」の利用を促進する

とともに、地域志向科目を修了し、かつ地域活動への貢献意欲を有すると認められ

る学生に対し、「ＴＵＥＳ麒麟マイスター」の資格認定を行い、学生の地域連携活動

を促進します。 

②「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC＋事業）」の取組 

    ○ 幹事校である鳥取大学、参加校である鳥取短期大学、鳥取看護大学および国立米

子工業高等専門学校と連携して、ＣＯＣ＋事業を推進するとともに、地域に愛着を
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持つ地域指向の人材育成を通じた卒業生の県内就職や地域定着の増加を目指しま

す。また、平成２７年度に、まちなかキャンパスで開始した学習支援事業（公立鳥

取環境大学スタディ）を引き続き実施します。 

③地域連携の拠点 

    ○ 地域イノベーション研究センターは、引き続き地域の豊かな生活実現に貢献する

ため、地域をフィールドとした調査研究・連携活動や情報収集提供活動等を学生と

ともに積極的に展開していきます。 

○ 地域イノベーション研究センターは、引き続き地域と大学を結ぶ役割を果たしま

す。また、とっとり麒麟地域活性化プラットフォーム並びにその活動拠点としての

まちなかキャンパスを運営し、地域の窓口としての機能を果たします。 

④地域社会に対する大学教育・成果の還元 

    ○ 公開講座は、引き続き広く一般を対象としたもの、夏期休業中の小・中・高校生

を対象にしたもの、社会人のキャリアアップを目指したものなどを行う他、まちな

かキャンパスで行う学習支援事業「環大スタディ」など、多様な講座を開設し、受

講者がより受講しやすい時間帯・場所で講座を開講します。また、公開講座は、引

き続き「岩美むらなかキャンパス」、西部サテライトキャンパス及び中部地区会場で

も開催します。 

○ 通常授業の中でも、地域課題をテーマとした講義や外部講師による特別講義等に

ついては引き続き可能な限り一般県民に公開します。 

○ 公開講座等は、受講者数１，１００人以上を目指します。 

○ 教職課程を有する公立大学として地域に貢献するため、引き続き平成３１年度も

教員免許状更新講習を実施します。 

○ サステイナビリティ研究所は、西部サテライトキャンパスと共同して、小学生以

上を対象とした「エネルギー教室（仮称）」を新たに実施します。 

   ⑤地域との連携 

○ 地域連携に関する相談窓口であるまちなかキャンパスで、引き続き広く地域から

要望や意見を受け付けます。また、「産官学連携コーディネーター」及び「地域連携

コーディネーター」を通じた地域との連携により、本学の知の財産を積極的に地域

社会に還元することを目指します。 

○ 図書館については、公立大学協会中国四国地区図書館協議会、鳥取県大学図書館

等協議会及び鳥取地区図書館実務者連絡会と連携し、情報共有を図りながら利用者

ニーズの把握に努め、相互の利用促進に資する取組を進めます。また、地域住民へ

の一般開放により、市民・県民の利用促進を図ります。 

○ 西部サテライトキャンパスでは、引き続き高校や企業・団体等との連携窓口とし

ての機能を果たしながら、県西部地区における地域交流事業を実施します。また、

県民を対象とした公開講座や講演会も実施します。 

・鳥取県西部総合事務所及び近隣市町村と連携をとりながら、学生を主体とした地

域交流事業に積極的に取り組みます。 
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・平成２５年度より実施している「伯耆町日光地区協議会との交流事業」について

は、平成２６年に伯耆町並びに伯耆町日光地区協議会と締結した協定に基づき、

引き続き積極的に交流するとともに、伯耆町との交流も推進します。 

・鳥取県民チャンネルコンテンツ協議会のコンテンツを有効利用し、引き続き、「未

来への授業」を制作・放映し県民に対し公立鳥取環境大学の魅力を広報します。 

・平成３０年度前期の「循環型社会形成実習・演習Ｂ（環境学部３年授業科目）」で

実施したように、鳥取県西部地区を研究フィールドとし、教員や西部地区の行政、

企業等と連携した活動に取り組みます。 

○ 引き続き地域活性化・地域貢献に関する研究３５テーマ以上、成果の発表３０回

以上を目指します。 

○ 地域住民等が気軽に英語村を利用することができるよう、引き続きまちなかキャ

ンパスでの「まちなか英語村」を定期的に開催するとともに、東・中・西部の市町

村にも出向いて「出張英語村」を開催します。 

⑥地域の学校との連携 

    ○ 鳥取県教育委員会との協定に基づき、引き続き県下の小中学校、高校への教員の

派遣や、教育支援に取り組みます。 

○ ホームページで出前授業の一覧を公開し、近隣県での利用を薦めます。 

○ 小中学校、高校への出前授業２８回以上、英語村などの施設の小中学校、高校の

公式行事としての利用回数２５回以上を目指します。また、西部サテライトキャン

パスでも「出張英語村」「科学教室」を開催します。 

⑦ＴＵＥＳサポーターの任命  

    ○ 地域で活躍する青年や高校ＰＴＡ代表者、本学学生の保護者で構成するＴＵＥＳ

サポーターとの意見交換（ＴＵＥＳ青年懇話会）を開催し、いただいた意見や提案

を大学運営に反映します。 

（２）国際交流に関する目標を達成するための措置 

①海外大学との交流推進と環境整備 

    ○ 平成３１年度も引き続き清州大学（韓国）との間で相互に留学を実施するととも

に、清州大学、ウラジオストク国立経済サービス大学（ロシア）及びミドルベリー

大学（米国）等との交流を継続します。 

○ これまでの海外大学との教員交流の実績を踏まえ、共同研究の実施に取り組みま

す。 

○ 海外大学との学生交流・文化交流について、参加学生数５０人以上、交流回数１

０回以上を目指します。 

○ 職員住宅の一部を改修し、海外からの留学生の生活支援及び在学生との交流促進

のための機能を整備します。 

②海外留学の促進 

    ○ 英語村では、スタッフと会話しながら英語を理解する力や伝える力をより高める

ために、活動内容の充実強化を図ります。 
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○ 英語村の利用による異文化体験、学生への情報発信及びカウンセリング等を通じ、

海外留学に対する意欲を醸成します。 

○ 留学を促進するため、留学先での取得単位を本学の単位として認定する制度を、

検討します。また、海外語学実習科目については、今後の実施方法、実施校等につ

いて検討します。 

○ 留学経験学生９０人以上を目指し、引き続き留学を促進するための経済的支援を

行うとともに、英語力が中級レベル（ＣＥＦＲ：Ｂ１レベル）以上の学生を対象と

するカッセル大学（ドイツ）での語学研修プログラムを新たに実施するほか、語学

レベルの向上に対するインセンティブとなるよう留学を希望する学生への経済的支

援制度の見直しを行います。 

③国際交流窓口機能の充実 

○ 鳥取県国際交流財団、鳥取大学国際交流センター、鳥取県留学生交流推進会議等

との意見交換等を通じ、引き続き外国人留学生の受入れや留学生の派遣、留学支援

に関する情報の収集、検討を行います。 

○ 外国人留学生の受け入れを行うため、引き続き教育環境の整備や奨学制度の実施、

相談窓口の設置など、安心して大学生活を送ることができるよう外国人留学生を支

援します。 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 経営体制に関する目標を達成するための措置 

○ 引き続き幹部会議等を適切に運営し、学内での情報共有と意思決定の迅速化を図りま

す。また、経営審議会、教育研究審議会の学外委員の意見を大学運営に反映します。 

○ 教職員一人ひとりが大学運営に対する意識を高めることにより、引き続きオープンキ

ャンパス等全学的行事への教職員参加率８０％以上を目指します。 

２ 地域に開かれた大学づくりに関する目標を達成するための措置 

  ○ 引き続きホームページのコンテンツの充実や本学の様々な活動について積極的にマス

メディアに情報提供するとともに、「県政だより」や「とっとり市報」を活用して活動内

容をアピールします。 

○ ホームページをリニューアルし、本学の情報を効果的に発信します。 

○ 引き続き、講演会、シンポジウム等の機会を活用し、案内、説明、チラシ配布等情報

発信を積極的に行います。 

○ 設置者の協力を得ながら、大学活動に関する県民の認識や要望についてのアンケート

を実施します。 

○ 県内高等学校長との意見交換会、進路指導担当教員説明会を開催し、引き続き本学の

教育に対する期待や要望を聞き取ります。 

○ 在学生の保護者に対し、学報や成績表等を送付し、本学や学生の現状を報告するとと

もに、必要に応じて保護者と教職員が面談を行うなど、引き続ききめ細かく学生を支援

します。また、保護者会を開催します。 

○ また、公立鳥取環境大学を支援する会等を通じて、経済界等と意見交換を実施します。 
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３ 事務局の組織・人事制度と人材育成に関する目標を達成するための措置 

（１）多彩で有能な事務職員養成 

   ○ 職員の能力及び資質の向上を図り、その知識を学内に活かせるよう、計画的にＳＤ

（スタッフ・ディベロップメント）を実施します。 

○ 公立大学協会主催の研修、鳥取県職員人材開発センター主催の研修等に参加し、引

き続き事務職員としての能力開発を行います。また、外部のノウハウを活用し、人材

育成について、体系的なプログラムを実施します。 

○ 公設民営大学から公立大学化した大学（高知工科大学、名桜大学、静岡文化芸術大

学、長岡造形大学ほか）との研修会に参加し意見交換をすることにより、他大学の優

れた業務遂行方法や仕組み等を吸収し、他大学職員との交流も同時に深めます。 

（２）事務職員人事評価制度の導入 

○ 引き続き評価結果を昇任や昇給、異動等に反映させるとともに人材育成に活用する

評価制度に取り組みます。 

○ 業務の繁忙を勘案し、必要に応じて人事異動を行い組織の活性化を図ります。 

４ 大学の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

○ 予算を編成するにあたっては、限られた財政資源を有効活用することを念頭に、重点

的に取り組むべき事項を定め、具体的な課題に対し、大学運営の優先順位に基づき、全

学的、戦略的に配分します。 

○ 継続事業については事業目的を再確認するとともに内容を点検し、廃止の可能性や実

施の必要性を十分検討するとともに、継続する場合には、トータルコストを考慮し、よ

り効果が見込めるような見直しを行います。 

○ 常にコスト意識をもった予算管理を徹底するとともに、複数年契約など契約内容の見

直しや、契約における競争的環境を確保するなど、引き続き経費削減に努めます。 

○ 教育研究等を効率的、効果的に行っていくための組織づくりを引き続き進めます。 

○ 経営・教学の主要な役職員をメンバーとした幹部会議等により、経営上の課題等も共

有し、引き続き効率的な予算執行を行います。 

○ 教員人事評価制度、職員人事評価制度及びＦＤ・ＳＤ研修等により、引き続き質の高

い教職員を養成します。 

Ⅲ 安定的な経営確保・財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 安定的な経営確保に関する目標を達成するための措置 

   ○ 法人及び大学の運営全般や重要事項について幹部会議等で協議、情報共有し、適切に

大学の経営・運営を引き続き行います。 

○ 安定的経営を確保するためには、志願者の安定確保と入学定員の充足が不可欠であり、

志願者確保に向けた取組を引き続き実施します。 

○ 収入額７億円以上を達成し、経常的支出に占める人件費の割合は中四国公立大学平均

以内を目指します。 

○ 自己財源比率については、中四国公立大学平均以上を目指します。 

○ 第２期中期計画の目標を円滑に達成するための重点事項を定め実施します。 
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２ 志願者確保に関する目標を達成するための措置 

（１）志願者確保を達成するための具体的方策 

   ○ 入試の志願者データ及び高校訪問結果に基づき、訪問地域、高校等の検証を行い、

重点化などの対策を検討しながら、高校・予備校への訪問、進学相談会を引き続き開

催します。 

○ 教員による出前授業、在学生による母校訪問等において、本学教育の特色を引き続

きアピールします。 

○ オープンキャンパスの開催に際し、高校訪問、高等学校教員説明会、資料請求者へ

のＤＭ、受験情報誌等で案内するとともに遠隔地から無料の送迎バスを運行し、引き

続き参加者の増加を図り、参加者数１，０００人以上を目指します。 

○ 中期目標期間内に国公立大学平均以上の志願者を確保するとともに入学定員充足率

１００％達成を目指します。 

○ 県内入学者促進コーディネーターを活用し、鳥取県教育委員会と連携した県内高校

への働きかけと、定期的な高校訪問や教員説明会、校長との意見交換会等を実施しま

す。また県内の高校生に対しては、高校内ガイダンスや進学相談会を通じて、本学の

魅力を伝えるとともに、県内高校に対して、「鳥取県内出身学生生活支援制度」を周知

し、県内入学率１７％以上の達成を目指します。 

（２）志願者動向の継続的な把握と大学の魅力づくりの方策 

   ○ 進学相談会、オープンキャンパス等の直接受験生やその保護者と接触する機会や、

新入生アンケート及び新入生保護者アンケートにより、大学選びの基準や教育内容に

対する期待や意見等を集め、その結果を教職員全員が情報共有し、引き続き学生募集

活動や教育内容等の充実に役立てます。 

（３）入試のあり方等の検討 

   ○ アドミッション・ポリシーに基づき、入学者の選抜にあたっては、平成３１年度入

試と同様に一般入試と特別入試（ＡＯ、推薦）を実施します。推薦入試については、

専門高校枠・地域枠を設定します。また、私費外国人留学生入試、社会人特別入試も

引き続き実施します。 

○ アドミッション・ポリシーに沿った外国人留学生が入学するよう、私費外国人留学

生入試の選抜方法を検討します。 

○ 令和２年度から始まる新入試に合わせ、アドミッション・ポリシーを調整するとと

もに、入学者の追跡調査、志願者動向、高校教員・保護者・地域等の要望及び意見を

参考にして、選抜方法等の詳細について検討します。 

３ 自己財源の増加に関する目標を達成するための措置 

（１）授業料等の設定 

   ○ 授業料等学生納付金は、他の公立大学の状況等を踏まえ設定します。なお、県内入

学生については、入学金の減額を行います。 

（２）競争的外部資金の獲得 

   ○ 学内競争的研究費助成制度（特別研究費助成）による研究支援や、各種研究費の募
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集情報の迅速な提供などにより、若手研究者の育成及び研究の活発化を図ります。 

○ 競争的外部資金は同規模（教員数）公立大学の平均新規申請件数以上、近県公立大

学平均採択率以上を目指します。 

４ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

○ 予算を編成するにあたっては、限られた財政資源を有効活用することを念頭に、重点

的に取り組むべき事項を定め、具体的な課題に対し、大学運営の優先順位に基づき、全

学的、戦略的に配分します。 

○ 継続事業については事業目的を再確認するとともに内容を点検し、廃止の可能性や実

施の必要性を十分検討するとともに、継続する場合には、トータルコストを考慮し、よ

り効果が見込めるような見直しを行います。 

○ 常にコスト意識をもった予算管理を徹底するとともに、複数年契約など契約内容の見

直しや、契約における競争的環境を確保するなど、引き続き経費削減に努めます。 

○ 鳥取県版環境管理システム（TEAS 第Ⅰ種）の認証を受け、本学の環境マネジメントシ

ステムにより、公立鳥取環境大学環境方針に基づき策定した３年ごとの実行目標の達成

を目指します。 

○ 定員管理において、本学の中期目標を達成するために必要な非常勤教員を含めた教員

の配置を行います。事務職員数は効率的な業務運営を前提とし、引き続き適切な職員の

配置を行います。 

○ 給与制度については、鳥取県職員の制度に準じる制度で運用するとともに、嘱託職員

を中期目標に沿って効率的に配置・活用し、人件費抑制措置を行います。 

５ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

（１）適正な施設整備とその活用 

○ 本学の新たな魅力づくりと学修環境を整備するため、情報メディアセンターの環境

整備を行うとともに職員住宅の一部を改修し、海外からの留学生の生活支援及び在学

生との交流促進に用います。 

○ 施設の長期利用を目指し、施設保全計画に基づき、計画的に修繕等を実施します。 

（２）施設の積極的地域開放 

○ 地域に開かれた大学として、大学の教育・研究等に支障のない範囲において、施設

の積極的な開放を引き続き行います。 

Ⅳ 点検・評価・情報公開に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ チェック体制・設置者による評価に関する目標を達成するための措置 

○ 大学運営全般について、公立大学法人公立鳥取環境大学評価委員会による評価を受け、

その結果を教育研究活動及び業務運営の改善に活用します。 

２ 自己点検に関する目標を達成するための措置 

○ 令和２年度に受審する機関別認証評価（第三者評価）に向けて、平成３１年２月に設

置した新たな内部質保証推進体制のもと、自己点検・評価結果の適切性の評価及びその

有効性を検証し、改善の必要がある事項については、大学自らの責任において速やかに

改善を図り、内部質保証を推進します。 
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３ 情報公開と広報活動に関する目標を達成するための措置 

（１）実効的な広報戦略の展開 

   ○ 全国高校生の志願動向を把握し、資料請求者情報や志願者情報の調査分析により、

学生に直接働きかけるもの、高校教員や保護者に対するものなど様々な媒体を活用し

て最も効果的な広報手段を検討し、引き続き戦略的な広報を展開します。 

○ 引き続き教員・学生の活動情報を積極的に提供し、マスメディアに５０件以上の掲

載を目指すことで、本学の評価につなげていきます。 

（２）積極的な情報提供 

   ○ 廃棄物問題など環境分野における先進的な取組など、大学の評価を高める特徴的な

教育研究活動に関する情報を引き続き積極的に提供、広報します。 

○ ホームページ等を活用して学校教育法、地方独立行政法人法等に基づいた教育活動

や業務運営に関する各種情報の公開度を引き続き高めます。 

○ ホームページをリニューアルし、本学の情報を効果的に発信します。 

Ⅴ その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ コンプライアンス（法令遵守）に関する目標を達成するための措置 

  ○ コンプライアンスの推進に関する基本方針や職員倫理規程の周知を図るとともに、教

職員、学生等にコンプライアンスに関わる啓発、研修等を実施します。 

○ 公的研究費の管理・監査についてガイドラインを遵守し、コンプライアンス教育の充

実や内部監査等を引き続き行います。 

○ 公益通報・相談窓口等を通して、コンプライアンスに反する事案が発生した場合に引

き続き対応します。 

２ 人権に関する目標を達成するための措置 

  ○ ハラスメントに対する相談窓口やその対応等について、フレッシャーズセミナー、ガ

イダンスでの説明及びパンフレットの配布を通じて学生などに周知・啓発します。また、

ハラスメントに対する対応を適切に行うなど、人権侵害のない良好な就学・就業環境の

維持・向上を図ります。 

３ 施設整備に関する目標を達成するための措置 

  ○ 鳥取県版環境管理システム（TEAS 第Ⅰ種）の認証を受け、本学の環境マネジメントシ

ステムにより、公立鳥取環境大学環境方針に基づき策定した３年ごとの実行目標達成を

引き続き目指します。 

○ 施設設備について、長期的な利用やユニバーサルデザイン化を考慮して、保全・改修

を計画的に行います。 

○ 夜間の通学の安全確保のため、大学から津ノ井駅に向かう市道わかば中央通沿いの大

学敷地に照明灯を設置します。 

４ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

  ○ 災害発生時に対応するために消防計画に基づき教職員及び学生に対して効果的な訓練

が出来る体制を検討します。 

○ 「個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）」「鳥取県個人情報保護条例」に基
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づき、個人情報の適正な管理を引き続き行います。 

○ 平成２７年度から施行した情報セキュリティポリシーに基づいて、情報セキュリティ

を維持するための手順等の整備及び情報システムの整備をするとともに教職員、その他

学内に常駐する業者等に対する研修等を引き続き行います。 

Ⅵ 予算、収支計画及び資金計画 

   大学経営にあたっては、戦略的な取組や施設設備の改修に目的積立金を充当するととも

に、常に優先順位に基づいた予算執行、諸支出の点検、見直し、収入の拡大等を図ること

により、平成３１年度決算において剰余金が生じるよう最大限努力します。 

Ⅶ 剰余金の使途 

   平成３０年度決算において発生した剰余金は、地方独立行政法人法に基づき適切に処理

するとともに、目的積立金については、教育研究の質の向上、組織運営及び施設設備の改

善のために充当します。 

Ⅷ 新生公立鳥取環境大学運営協議会の規程で定める業務運営に関する計画 

１ 施設及び設備に関する計画（再掲） 

○ 施設の長期利用を目指し、施設保全計画に基づき、計画的に修繕等を実施します。 

２ 人事に関する計画（再掲） 

（１）多彩で有能な事務職員養成 

   ○ 職員の能力及び資質の向上を図り、その知識を学内に活かせるよう、計画的にＳＤ

（スタッフ・ディベロップメント）を実施します。 

○ 公立大学協会主催の研修、鳥取県職員人材開発センター主催の研修等に参加し、引

き続き事務職員としての能力開発を行います。また、外部のノウハウを活用し、人材

育成について、体系的なプログラムを実施します。 

○ 公設民営大学から公立大学化した大学（高知工科大学、名桜大学、静岡文化芸術大

学、長岡造形大学ほか）との研修会に参加し意見交換をすることにより、他大学の優

れた業務遂行方法や仕組み等を吸収し、他大学職員との交流も同時に深めます。 

（２）事務職員人事評価制度の導入 

○ 引き続き評価結果を昇任や昇給、異動等に反映させるとともに人材育成に活用する

評価制度に取り組みます。 

○ 業務の繁忙を勘案し、必要に応じて人事異動を行い組織の活性化を図ります。 

（３）教育・研究活動を推進する人事制度の構築 

     ○ 文部科学省に提出した計画に基づく教員配置に加え、公立鳥取環境大学版リベラル

アーツの推進に必要な教育・研究体制を整備するため、適切な教員配置を行います。 
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予算額 前年度予算額 増　減 備　考

千円 千円 千円 

Ⅰ　運営費交付金・施設費補助金 998,302 1,033,490 △ 35,188 

916,925 945,072 △ 28,147 

81,377 88,418 △ 7,041 

724,834 724,211 623 

　１　入学料 76,516 76,986 △ 470 

　２　授業料 648,318 647,225 1,093 

Ⅲ　検定料 23,610 23,610 0 

Ⅳ　受託共同研究 8,373 9,818 △ 1,445 

Ⅴ　寄付金 3,000 6,937 △ 3,937 

　１　特別寄付金 1,500 5,437 △ 3,937 

　２　現物寄付金 1,000 1,500 △ 500 

　３　一般寄付金 500 0 500 

Ⅵ　補助金 9,776 15,302 △ 5,526 

　１　国補助金・外部資金 5,700 6,973 △ 1,273 

　２　地方公共団体補助金 4,076 8,329 △ 4,253 

Ⅶ　施設費 7,200 7,000 200 

Ⅷ　財務収益 3,757 4,523 △ 766 

Ⅸ　雑収入 20,150 20,137 13 

　１　センター試験実施手数料 4,000 4,767 △ 767 

　２　教員免許更新講習料 2,000 1,600 400 

　３　交通システム負担金収入 6,400 5,570 830 

　４　科研費間接費収入 3,500 3,500 0 

　５　証明手数料 250 200 50 

　６　その他雑収入 4,000 4,500 △ 500 

Ⅹ　特別事業 20,000 6,779 13,221 

ⅩⅠ　目的積立金取崩 185,694 127,679 58,015 

当期収入合計(A) 2,004,696 1,979,486 25,210 

前期繰越収支差額 0 0 0 

収入合計(B) 2,004,696 1,979,486 25,210 

収　支　予　算　書
（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）

　２　施設費補助金

Ⅱ　学生納付金

科　　　目

　１　運営費交付金

収

入
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予算額 前年度予算額 増　減 備　考

千円 千円 千円 

Ⅰ　教育経費 370,400 397,532 △ 27,132 

　１　教育経費（一般） 156,072 168,923 △ 12,851 

75,023 67,744 7,279 

90,377 109,862 △ 19,485 

37,787 39,076 △ 1,289 

5,441 5,484 △ 43 

5,700 6,443 △ 743 

４大学連携事業･ＣＯＣ事業

75,270 81,780 △ 6,510 

39,150 37,500 1,650 

　２　研究経費（環境学部・経営学部 28,208 26,454 1,754 

他）

　３　地域イノベーション研究セン 2,141 2,764 △ 623 

　　　ター研究費

　４　サステイナビリティ研究所研究 2,650 3,395 △ 745 

　　　費

　５　寄附金研究費 1 1,000 △ 999 

　６　県研究費 3,120 4,532 △ 1,412 

　７　外部資金研究費 0 6,135 △ 6,135 

Ⅲ　教育研究支援経費 89,045 218,910 △ 129,865 

Ⅳ　受託共同研究・受託事業費 7,765 10,015 △ 2,250 

　１　受託共同研究費 7,360 8,221 △ 861 

　２　受託事業費 405 1,794 △ 1,389 

Ⅴ　人件費 1,119,184 1,101,325 17,859 

　１　役員人件費 27,569 27,620 △ 51 

　２　教員人件費 693,065 676,659 16,406 

　３　職員人件費 398,550 397,046 1,504 

Ⅵ　管理経費　 127,033 129,751 △ 2,718 

Ⅷ　特別事業 20,000 6,779 13,221 

　１　ラーニングコモンズ設置 0 6,779 △ 6,779 

　２　建物・設備関係 20,000 0 20,000 

Ⅸ　臨時的経費 152,658 0 152,658 

Ⅹ　第２期中期経営計画重点実施事業 43,341 33,394 9,947 

当期支出合計(C) 2,004,696 1,979,486 25,210 

0 0 0 

0 0 0 

（注）借入金限度額　300,000千円

科　　　目

　２　教育経費（施設管理・光熱水費）

Ⅱ　研究経費

　１　個人研究費・学長裁量研究費他

　５　地域連携・貢献事業費

　３　教育経費（営繕関係）

　４　学部・大学院教材費

　６　島根大学連携･高知大学連携･

　次期繰越収支差額(B)-(C)

　当期収支差額(A)-(C)

支

出
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